
「福祉会館条例の一部改正案に対する説明会」実施結果 

（お寄せいただいたご意見に対する市の考え方について） 

 

過日開催いたしました「福祉会館条例の一部改正案に対する説明会」において、皆さまからお寄せいただいたご意見に対する市の考え方をと

りまとめましたので、公表します。 

 

１．開催日時     平成 29年２月 19日（日）10時 30分から 11時 30分まで 

２．参加者数     14名 

３．意見の数     16件 

４．意見内容の概要 

対応区分 件数 

利用時間の区分に関するもの ７件 

利用申込開始月に関するもの ２件 

利用料金について ２件 

その他 ５件 

計 16件 

５．市の対応区分 

記号 対応区分 件数 

○ 意見を反映し、素案を修正するもの ０件 

□ 意見の趣旨や考え方が既に素案に盛り込まれているもの ２件 

■ 意見は反映させないが、今後の事業実施時等に参考とするもの ５件 

▲ 意見を反映することが困難なため、素案どおりとしたもの １件 

◆ 今回のパブリックコメント対象外の内容であり、参考意見として扱うもの ５件 

 



６．意見の内容と市の対応 

意見概要 整理番号 意見内容 意見数 採択 採否の理由等 

利用時間の区分

について 

 

 

 

1 １時間単位で利用できるようにしていた

だきたい。 

３件 ■ 利用申込を、窓口、電話又はメールによる受付とさせていただいて

おりますので、１時間単位とすることにより、施設の空き時間をお伝

えする際や団体等でご検討いただく際、又は管理運営上等において、

業務が非常に煩雑になることによる混乱を懸念します。 

そのため、指定管理者である逗子市社会福祉協議会と協議の上、一

日８時間の開館時間内を４区分とし、２時間の利用を１区分とする原

案を提案させていただきます。 

２ 午前１区分（午前９時から正午まで）、午

後２区分（正午から午後２時 30分までと、

午後２時 30分から午後５時まで）を提案

する。 

１件 ■ 指定管理者である逗子市社会福祉協議会と協議の上、一日８時間の

開館時間内を４区分とし、２時間の利用を１区分とする原案を提案さ

せていただきます。 

２時間を超える利用の場合は、必要な区分数を予めお申し込みいた

だくこととなりますが、一日の区分数に加え、貸出対象となる部屋数

が増加いたしますので、他団体等の申し込み状況等によりご検討くだ

さいますようお願いいたします。 

３ 改正案どおり、２時間単位が良い。 １件 □ 原案のまま、提案させていただきます。 

４ 現行どおりの利用区分（午前（９時から正午ま

で）、午後（午後１時から午後５時まで））が良い。 

２件 ■ 有料でご利用いただく団体等の料金負担を考慮し、２時間の利用を

１区分とする原案を提案させていただきます。 

利用申込開始月

について 

１ 受付開始は現行どおりの２カ月前にして

いただきたい。３カ月先までの予定を立

てるのは難しい。 

１件 ■ 従前からの多くの利用団体等からのご要望を反映し、３カ月前から

の申込開始とさせていただくものです。改めて指定管理者である逗子

市社会福祉協議会へのヒアリングを行いましたが、ご要望の状況に変

わりないことから、原案を提案させていただきます。 

２ ３カ月前から予約できるのは有難い。 １件 □ 原案のまま、ご提案させていただきます。 



利用料金につい

て 

１ 純然たるボランティア活動団体と趣味を

兼ねたボランティア団体では、利用料金

に差があってもよいのではないか。 

１件 ▲ 市民の福祉の増進と福祉活動の育成発展を図るとする施設の設置目

的に鑑み、ボランティア活動の内容や実績の多寡を利用料金に反映さ

せることなく、ボランティア活動の裾野を広げるべく支援へと繋げた

いと考えます。 

２ 施設の維持管理のコスト意識は大切だ

が、一方、健康で安心・安全なまちづく

りには交流センターや図書館のような市

民の「コミュニティの場」が市の全域に

ほしい。オープンな気持ちで参加できる

場づくりに、指定管理者への指導が必要

ではないのだろうか。利用料金の設定と

コミュニティの場づくりの推進との兼ね

合いが大事と考える。 

１件 ■ 今後の管理運営にあたり、参考とさせていただきます。 

その他 １ 市内公共施設のほとんどが有料化した中

で、福祉会館の利用にあたっては一定の

条件はあるものの減免規定があるという

ことを、他の団体等へも PRしていただき

たい。今後のボランティア活動への励み

になる。 

１件 ◆ より多くの皆さまに有効にご利用いただけるよう、施設の周知に努

めてまいります。 

２ 既成事実を作る目的で説明会やパブリッ

クコメントを実施することのないよう

に、市民からの意見をしっかり討議した

上で市議会へ提案していただきたい。 

１件 ◆ いただいたご意見について精査した上で、今後の手続きを進めてま

いります。 

３ 従前からのルールを変える際は、よく意 １件 ◆ 今後の管理運営にあたり、参考とさせていただきます。 



見を聞き検討した上で行い、また、良い

ルールは残していくよう努めていただき

たい。どんなに意見を言っても反映され

ないのは残念である。 

 

４ あらかじめ公共機関が使うような大きな

イベントがある場合には事前の周知をお

願いしたい。 

１件 ◆ 館内掲示などによる周知方法を検討いたします。 

５ 会議室の後方にある荷物を片付けていた

だきたい。 

１件 ◆ 皆さまに気持ちよくご利用いただけるよう、整理整頓に努めてまい

ります。 

 


